
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータと当該コンテンツデータのインデックスデータとを対応させて複数記
憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する前記複数のコンテンツデータのうち、指定された前記コンテン
ツデータを再生する再生手段と、
　音声を入力し、その入力した音声を単語に分割して認識する音声認識手段と、
　前記音声認識手段によって認識された単語の中から検索に用いる検索単語を選択し、そ
の検索単語に基づいて前記記憶手段が記憶する前記インデックスデータの中から適合する
データを検索し、その適合したインデックスデータに対応するコンテンツデータを前記再
生手段に再生させる制御手段と、
　を備える再生装置であって、
　前記インデックスデータは、少なくとも前記コンテンツデータに対応するアーティスト
名、コンテンツ名を含む、コンテンツに対応した名称情報を有しており、

　前記制御手段は、
前記コンテンツ対応名称情報毎に準備された認識辞書を用い

て前記データ検索を行い、
適合するコン

テンツ対応名称情報を 決定することを特徴とする再生装置。
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　種々の情報を表示するための表示手段を備え、
前記コンテンツ対応名称情報毎に準備された選択画面を前記表示手段

に切り替え表示可能であり、
前記データ検索の結果、複数のコンテンツ対応名称情報が該当

する場合には、前記表示手段に表示されている選択画面の種類に基づいて、
一意に



【請求項２】
　請求項１に記載の再生装置において、
　

ことを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　請求項 の何れかに記載の再生装置において、
　
　

ことを特徴とす
る再生装置。
【請求項４】
　請求項 に記載の再生装置において、
　

ことを特徴とする再生装置。
【請求項５】
　

【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　記憶している複数のコンテンツデータの中から選択されたものを再生可能であり、且つ
再生対象の指定に際して音声入力による指定が可能な再生装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音楽ＣＤから楽曲データを吸い出してタイトルや歌手名等のアルバム情報と共に
ハードディスク等に記憶し（いわゆるリッピング）、その記憶した楽曲データの中から利
用者によって指定された楽曲データを再生する装置が注目を浴びている。特に、カーナビ
ゲーション分野においても、いわゆるＨＤＤナビと称されるようにハードディスクを備え
たナビゲーションシステムが登場しており、このハードディスクに楽曲データを記憶させ
ておけば、いちいち音楽ＣＤをセットしなくてもよく、便利である。
【０００３】
　但し、ハードディスクの記憶容量が大きくなればなるほど記憶できる楽曲数（楽曲アル
バム数）が増えるため、そのような多くの楽曲データ（例えば数百～数千の楽曲データ）
の中から利用者が所望の楽曲データを検索して指定することは、利用者にとって大きな負
担となる。
【０００４】
　そこで、そのような負担を減らすため、特許文献１に記載のように、楽曲タイトルを音
声入力することによって簡易に指定する技術が考えられている。これは、再生したい楽曲
のタイトルを発話するだけで、欲しい楽曲をダイレクトに呼び出せるというものである。
【特許文献１】 http://www.hdd-cybernavi.com/hdd/kinou/music/index.html（ミュージ
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前記複数のコンテンツ対応名称情報が該当する場合とは、別のコンテンツ対応名称情報
でありながら同じ名称が付与されていることにより、前記検索結果として複数のコンテン
ツ対応名称情報が得られた場合である

１または２
前記コンテンツデータは、楽曲データであり、
前記コンテンツ対応名称情報は、少なくとも、アーティスト名、コンテンツ名としての

曲名、前記楽曲データが構成要素となっている楽曲アルバムの名称を含む

３
前記制御手段は、

　前記適合するコンテンツ対応名称情報が曲名であれば、当該曲名に対応する楽曲データ
を再生させ、
　前記適合するコンテンツ対応名称情報が楽曲アルバム名であれば、当該楽曲アルバムの
最初の曲に対応する楽曲データを再生させ、
　前記適合するコンテンツ対応名称情報がアーティスト名であれば、当該アーティスト名
に対応する楽曲アルバムの内で前記記憶手段に最初に登録されているものの、最初の曲に
対応する楽曲データを再生させる

コンピュータを、請求項１～４の何れかに記載の再生装置の制御手段として機能させる
プログラム。

請求項１～４の何れかに記載の再生装置は、車両に搭載されて用いられることを特徴と
する再生装置。



ックサーバーの欄参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、アーティスト名の指定はできない。また、アルバム名、
曲名に関しては、何も指定せずに発話した場合は、現在再生中しているアルバム内の曲名
の認識に限られていた。つまり、楽曲アルバムが指定されていることが前提であり、その
アルバム中の曲名程度の小語彙音声認識であるため、それ以外の楽曲の再生を指定するた
めには、まずアルバム名を変更する認識コマンドを発話し、その後、具体的なアルバム名
を発話し、曲名を指定する、といった手順を踏まなくてはならず、かなりの時間を要して
しまうこととなる。
【０００６】
　このため、同一楽曲アルバムを構成する別の曲の指定のみは簡易に実現できるが、別の
アーティスト、別のアルバムに対応する曲を自由且つ簡単には指定することはできず、上
述のようにあえて実行しようとする場合には、手間と時間を要するものとなっていた。
【０００７】
　本発明はこのような問題に鑑みなされたものであり、例えばリッピングした楽曲データ
等のコンテンツデータを、音声入力によって自由且つ簡単に指定できるようにした再生装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の再生装置によれば、記憶手段がコンテンツデータと当該コンテンツデータのイ
ンデックスデータとを対応させて複数記憶しており、再生手段が、その記憶されている複
数のコンテンツデータのうち、指定されたコンテンツデータを再生することができる。ま
た、音声認識手段は、音声を入力し、その入力した音声を単語に分割して認識する。そし
て制御手段は、音声認識手段によって認識された単語の中から検索に用いる検索単語を選
択し、その検索単語に基づいて記憶手段が記憶するインデックスデータの中から適合する
データを検索し、その適合したインデックスデータに対応するコンテンツデータを再生手
段に再生させる。
【０００９】
　ここで、インデックスデータは、少なくともコンテンツデータに対応するアーティスト
名、コンテンツ名を含む、コンテンツに対応した名称情報を有しており、本発明の制御手
段は、

コンテンツ対応名称情報毎に準備された認識辞書を用いてデータ検索を行い、

その検索結果に基づいて適合するコンテンツ対応
名称情報を決定する。
【００１０】
　コンテンツデータとしては種々考えられるが、例えば楽曲データであったり、画像デー
タであったり、それらがペアになったデータであったり、あるいはテキストデータであっ
てもよい。例えば楽曲データの場合であれば、いわゆる音楽ＣＤから楽曲データを読み出
して記憶手段としてのハードディスク等に記憶させる場合などが相当する。そして、楽曲
データがコンテンツデータの場合には、コンテンツ対応名称情報は、少なくとも、アーテ
ィスト名、コンテンツ名としての曲名、前記楽曲データが構成要素となっている楽曲アル
バムの名称を含むことが考えられる。
【００１１】
　本発明の再生装置の場合、コンテンツ対応名称情報毎に準備された認識辞書を用いてデ
ータ検索を行うため、例えば上述したように、コンテンツ対応名称情報がアーティスト名
、曲名、楽曲アルバム名を含む場合で説明すれば、それら３つの名称情報それぞれに対し
て検索するため、いずれのカテゴリからも検索が可能である。つまり、従来技術のように
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コンテンツ対応名称情報毎に準備された選択画面を前記表示手段に切り替え表示可
能であり、
データ検索の結果、複数のコンテンツ対応名称情報が該当する場合には、表示手段に表示
されている選択画面の種類に基づいて、



現在選択されているアルバムの構成曲内からしか選択できないのではなく、記憶手段に記
憶されている楽曲データを音声入力によって自由且つ簡単に指定できる。また、アーティ
スト名の指定や楽曲アルバム名の指定もでき、その指定されたアーティスト名や楽曲アル
バム名に基づいて所定のルールで楽曲を選択することによって、やはり楽曲データを音声
入力によって自由且つ簡単に選択できることとなる。
【００１２】
　このような音声入力によって簡単に指定できることは、例えば再生装置を車両に搭載し
た場合には特に有効である。つまり、車両の運転者が前記入力手段を介して入力すること
を考えると、手操作による入力ではなく音声入力が可能であれば、運転者がハンドル等の
運転装置から手を離すことなく音声によって再生装置に指示を与えることができ安全性が
高まるため、利用価値が高いからである。
【００１３】
　ところで、例えば上述したように、コンテンツ対応名称情報がアーティスト名、曲名、
楽曲アルバム名を含む場合で説明すれば、それら３つの名称が全て同じ、あるいはそれら
の内の２つが全く同じということも考えられる。アーティスト名と楽曲アルバム名とを同
じにすることは珍しくなく、また、楽曲アルバムを構成する特定の楽曲の名称をそのまま
アルバム名称として採用することも珍しくない。その場合は、音声入力した名称がアーテ
ィスト名、曲名、楽曲アルバム名の何れであるかが分からない状況が生じる。
　そのような状況に つまり、制御手段が、コン
テンツ対応名称情報毎に準備された選択画面を表示手段に切り替え表示可能であり、デー
タ検索の結果、複数のコンテンツ対応名称情報が該当する場合には、表示手段に表示され
ている選択画面の種類に基づいて一意に決定するのである。
【００１４】
　例えば、アーティスト名「Ｓ●ＥＥＤ」の「Ｓ●ＥＥＤ」というアルバム中に「Ｓ●Ｅ
ＥＤ」という曲があった場合、ユーザが音声入力によって「Ｓ●ＥＥＤ」と指定しても、
データ検索の結果、３つのコンテンツ対応名称情報全てにヒットしてしまい、一意に決定
できない。そこで、例えばアーティスト選択画面においてアーティストリスト（一覧）な
どを表示している場合は、アーティスト名のＳ●ＥＥＤを検索結果として優先する、とい
った具合である。
【００１５】
　なお、適合するコンテンツ対応名称情報が曲名であれば、当該曲名に対応する楽曲デー
タを再生させ、適合するコンテンツ対応名称情報が楽曲アルバム名であれば、当該楽曲ア
ルバムの最初の曲に対応する楽曲データを再生させ、適合するコンテンツ対応名称情報が
アーティスト名であれば、当該アーティスト名に対応する楽曲アルバムの内で記憶手段に
最初に登録されているものの、最初の曲に対応する楽曲データを再生させる、といった制
御を行うことが考えられる。このようにすれば、簡単な音声入力のみで楽曲再生が実現で
きる。
【００１６】
　また、請求項 に記載のプログラムを用いてコンピュータを請求項１～請求項 の何れ
かに記載の再生装置の制御手段として機能させるようにしてもよい。
　このようなプログラムは、磁気ディスク、光磁気ディスク、メモリカード等のコンピュ
ータが読み取り可能な記録媒体に記録し、必要に応じてコンピュータにロードして起動す
ることにより用いることができる。また、ネットワークを介してロードして起動すること
により用いることもできる。したがって、機能アップ等を容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明が適用された実施例について図面を用いて説明する。尚、本発明の実施の
形態は、下記の実施例に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種
々の形態を採りうる。
【００１８】
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おいても本発明の再生装置は対応できる。

５ ４



　図１は再生装置の一実施例としてのナビゲーション装置２０の概略構成を示すブロック
図である。ナビゲーション装置２０は車両に搭載され、車両の現在位置を検出する位置検
出器２１と、ユーザからの各種指示を入力するための操作スイッチ群２２と、各種データ
を記憶するためのハードディスク２３、ナビゲーション装置２０とは別の装置から情報を
入力したり別の装置に情報を出力したりすることが可能な外部情報入出力部２４と、ＣＤ
／ＤＶＤドライブ２５と、地図や各種情報の表示を行うための表示部２６と、各種のガイ
ド音声等を出力するための音声出力部２７と、マイクロフォン２８と、上述した位置検出
器２１，操作スイッチ群２２，ハードディスク２３，外部情報入出力部２４，ＣＤ／ＤＶ
Ｄドライブ２５，マイクロフォン２８からの入力に応じて各種処理を実行し、外部情報入
出力部２４，表示部２６，音声出力部２７を制御する処理部２９と、を備えている。
【００１９】
　位置検出器２１は、ＧＰＳ（ Global Positioning System）用の人工衛星からの送信電
波をＧＰＳアンテナを介して受信し、車両の位置，方位，速度等を検出するＧＰＳ受信機
２１ａと、車両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイロスコープ２１ｂと、車
両の前後方向の加速度等から走行した距離を検出するための距離センサ２１ｃと、地磁気
から進行方位を検出するための地磁気センサ２１ｄとを備えている。そして、これら各セ
ンサ等２１ａ～２１ｄは、各々が性質の異なる誤差を有しているため、互いに補完しなが
ら使用するように構成されている。
【００２０】
　操作スイッチ群２２としては、表示部２６と一体に構成され、表示画面上に設置される
タッチパネル及び表示部２６の周囲に設けられたメカニカルなキースイッチ等が用いられ
る。尚、タッチパネルと表示部２６とは積層一体化されており、タッチパネルには、感圧
方式，電磁誘導方式，静電容量方式，あるいはこれらを組み合わせた方式など各種の方式
があるが、その何れを用いてもよい。
【００２１】
　外部情報入出力部２４は、図示しないアンテナが接続され、そのアンテナを介して図示
しないＶＩＣＳセンタから交通情報を受信する。この受信した交通情報は処理部２９へ送
られて案内経路を設定する際等に利用される。また、自動車電話や携帯電話を介してイン
ターネットと接続し、各種情報を取得することができるようにされている。
【００２２】
　ＣＤ／ＤＶＤドライブ２５は、図示しないＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭに記憶された
各種データを入力するための装置である。このＣＤ／ＤＶＤドライブ２５にてデータ入力
する対象のＣＤ－ＲＯＭあるいはＤＶＤ－ＲＯＭとしては、例えば地図データ（道路の形
状データ、道路の幅員データ、道路の規制データ、地形データ、マークデータ、交差点デ
ータ、施設のデータ等）等が記憶されたいわゆる地図ＣＤあるいはＤＶＤや、楽曲データ
が記憶されたいわゆる音楽ＣＤなどがある。
【００２３】
　この音楽ＣＤから読み出された楽曲データは、ハードディスク２３に格納することがで
きる。また、この楽曲データを再生させる場合におけるユーザの選択等を容易にするため
、楽曲データをインデックスデータと対応させてハードディスク２３に格納することがで
きる。このインデックスデータとは、アーティスト名称／アルバム名称／楽曲名称／ジャ
ンルデータなどである。これらのインデックスデータは、音楽ＣＤに楽曲データと共に記
憶されていればそれを用いればよいし、そのようなインデックスデータがない場合であれ
ば、例えばそれを管理しているサーバからインターネット経由で取得することができる。
この点については後述する。なお、地図ＣＤあるいはＤＶＤから読み出された地図データ
や施設ガイド・各種案内のための音声データ等も、このハードディスク２３に記憶させる
ことができる。
【００２４】
　表示部２６は、カラー表示装置であり、液晶ディスプレイ，有機ＥＬディスプレイ，Ｃ
ＲＴなどがあるが、その何れを用いてもよい。表示部２６の表示画面には、位置検出器２
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１にて検出した車両の現在位置とＣＤ／ＤＶＤドライブ２５より入力された地図データと
から特定した現在地を示すマーク、目的地までの誘導経路、名称、目印、各種施設のマー
ク等の付加データとを重ねて表示することができる。また、施設のガイド等も表示できる
。
【００２５】
　音声出力部２７は、ハードディスク２３に記憶された施設のガイドや各種案内の音声デ
ータに基づいて処理部２９が実行する処理の結果としてのガイド音声等を出力することが
できる。また、ハードディスク２３に記憶された楽曲データに基づいて処理部２９が再生
した楽音信号を出力することができる。
【００２６】
　マイクロフォン２８は、利用者が音声を入力（発話）するとその入力した音声に基づく
電気信号を出力するものである。利用者はこのマイクロフォン２８に様々な音声を入力す
ることにより、ナビゲーション装置２０を操作することができる。
【００２７】
　処理部２９は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ及びＲＡＭ
に記憶されたプログラムに基づいて各種処理を実行する。例えば、位置検出器２１からの
各検出信号に基づき座標及び進行方向の組として車両の現在位置を算出し、ハードディス
ク２３から読み込んだ現在位置付近の地図等を表示部２６に表示する表示処理や、ハード
ディスク２３に格納された地点データと、操作スイッチ群２２の操作に従って設定された
目的地とに基づいて、現在位置から目的地までの最適な経路を算出し、その算出した経路
を案内する経路案内処理等を行う。また、操作スイッチ群２２の操作に従って選択された
対象となる楽曲データをハードディスク２３から読み出して再生し、再生した楽音信号を
音声出力部２７を介して出力させる処理を実行する。
【００２８】
　また、処理部２９は、インデックスデータが音楽ＣＤに記憶されていない場合、音楽Ｃ
Ｄから読み出したＴＯＣ（ Table of Contents）情報を元に、外部情報入出力部２４を介
してインターネット経由では所定のサーバにアクセスし、該当するインデックスデータを
取得する。そして、ハードディスク２３に、楽曲データとインデックスデータとを対応さ
せて記憶する。
【００２９】
　また、処理部２９は、音声認識処理も実行可能な構成となっている。もちろん、音声認
識に係る処理部とナビゲーションに係る処理部とを分離して構成することも可能であるが
、ここでは、処理部２９内に音声認識処理を実行可能な構成を構築している。
【００３０】
　　音声認識に際しては、ユーザからの様々な音声をマイクロフォン２８を通して音声信
号として受け取ると、音声認識用データ、すなわち認識辞書と音響モデルと言語モデルと
を用いて音声認識を行い、音声認識に成功すると認識した語（認識語）を登録する。
【００３１】
　認識辞書は、アーティスト名、楽曲アルバム名（以下、単にアルバムと称す。）、楽曲
（以下、単に曲名と称す。）、ジャンル名、コマンド（再生、停止、頭出し、リピート、
ランダム、楽曲番号等）、楽曲の付加情報等から構成される。また、音響モデルは、様々
な人の音声パターンが登録されており、入力された音声信号と登録されている音声パター
ンとを比較することにより、テキスト化が行えるようになっている。尚、この音声パター
ンは、より正確に利用者の音声を認識するために個別に追加登録することができるように
なっているとよい。また、言語モデルは、認識された音声信号を単語に分解する際の文法
情報である。
【００３２】
　ここまででナビゲーション装置２０の概略構成を説明したが、ナビゲーション装置２０
の各部と特許請求の範囲に記載の用語との対応を示しておく。
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　ハードディスク２３が記憶手段に相当し、処理部２９が再生手段、音声認識手段及び制
御手段に相当し、表示部２６が表示手段に相当する。
【００３３】
　次に、処理部２９で実行される処理の内、ナビゲーション関連の処理については説明を
省略し、音楽ＣＤからハードディスク２３へのリッピングに関する処理、及び音声入力に
よってハードディスク２３に格納された楽曲データを再生させる場合の処理に関して、図
２～図４を参照して説明する。
【００３４】
　［リッピング時の認識辞書の登録］
　図２は、リッピング時の認識辞書の登録に関する処理を示すフローチャートである。
　操作スイッチ群２２やマイクロフォン２８を介してリッピングモード（録音モード）を
選択すると本処理が開始し、例えば表示部２６にて「録音するＣＤを挿入してください」
といったガイダンスがなされる。ＣＤ／ＤＶＤドライブ２５に音楽ＣＤが挿入されたこと
を確認すると（Ｓ１１０）、曲データのリッピングを行う（Ｓ１２０）。つまり、音楽Ｃ
Ｄから楽曲データ（及び存在する場合にはインデックスデータ）を読み出してハードディ
スク２３に格納する。
【００３５】
　そして、インデックスデータの内、アーティスト名／アルバム名／曲名については、処
理部２９内の認識辞書に登録する（Ｓ１３０）。未リッピング曲が残っている場合には（
Ｓ１４０：ＹＥＳ）、Ｓ１２０及びＳ１３０の処理を実行し、リッピング予定の曲に対応
するリッピング処理が終了したら（Ｓ１４０：ＮＯ）、本処理を終了する。
【００３６】
　なお、インデックスデータが音楽ＣＤに楽曲データと共に記憶されていない場合には、
管理サーバからインターネット経由で取得することとなるが、その場合には、取得した時
点で、Ｓ１３０の認識辞書への登録を行えばよい。
【００３７】
　［音声入力による楽曲データ再生］
　図３は、音声入力によって楽曲データを再生させる場合の処理を示すフローチャートで
ある。
【００３８】
　処理が開始すると、まず、処理部２９内のメモリの、認識アーティスト名、認識アルバ
ム名、認識曲名、認識語を記憶する領域を初期化する（Ｓ２１０）。そして、マイクロフ
ォン２８を通して受け取った音声信号を元にして名称を認識する（Ｓ２２０）。
【００３９】
　次に、認識した名称を解析して認識語を登録し（Ｓ２３０）、その認識語について３種
類の判定を行う。上述のように、処理部２９内の認識辞書は、アーティスト名、アルバム
名、曲名等から構成されているため、アーティスト名、アルバム名、曲名という３種類の
認識辞書と認識語とをそれぞれ比較し、一致するものがあれば、その認識語をそれぞれ認
識アーティスト名、認識アルバム名、認識曲名として登録する。つまり、Ｓ２４０では認
識語と認識辞書アーティスト名とを比較して一致するものがあるか否かを判断し、一致す
るものがあれば（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、処理部２９内のメモリの「認識アーティスト名」
に認識語を登録する（Ｓ２５０）。また、Ｓ２６０では認識語と認識辞書アルバム名とを
比較して一致するものがあるか否かを判断し、一致するものがあれば（Ｓ２６０：ＹＥＳ
）、処理部２９内のメモリの「認識アルバム名」に認識語を登録する（Ｓ２７０）。また
、Ｓ２８０では認識語と認識辞書曲名とを比較して一致するものがあるか否かを判断し、
一致するものがあれば（Ｓ２８０：ＹＥＳ）、処理部２９内のメモリの「認識曲名」に認
識語を登録する（Ｓ２９０）。
【００４０】
　このように３種類の認識辞書と認識語との比較及び比較結果に基づく登録処理（Ｓ２４
０～Ｓ２９０）が終了すると、次に、認識アーティスト名、認識アルバム名、認識曲名と
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認識語の一致数Ｎを算出し、その一致数Ｎに基づく判断処理を行う（Ｓ３００）。例えば
、アーティスト名「Ｓ●ＥＥＤ」の「Ｓ●ＥＥＤ」というアルバム中に「Ｓ●ＥＥＤ」と
いう曲があった場合、ユーザが音声入力によって「Ｓ●ＥＥＤ」と指定すると、認識語に
対して認識アーティスト名、認識アルバム名、認識曲名の全てが一致するため、一致数Ｎ
＝３となる。また、アーティスト名、アルバム中、曲名の中に２つ同じ名称のものがあれ
ば、一致数Ｎ＝２となる。
【００４１】
　一致数Ｎ＝０の場合には、Ｓ３１０以降の処理を実行することなく、図３の処理を終了
する。また、一致数Ｎ＝１の場合には、Ｓ３１０へ移行し、一致した認識カテゴリ名を処
理部２９内のメモリに登録する。
一方、一致数Ｎ＝２又は３の場合には、Ｓ３２０へ移行し、現在、表示部２６に画面表示
している内容の認識カテゴリ名をメモリに登録する。これは、例えば上述したアーティス
ト名「Ｓ●ＥＥＤ」の「Ｓ●ＥＥＤ」というアルバム中に「Ｓ●ＥＥＤ」という曲があっ
た場合などにおいては、ユーザが音声入力によって「Ｓ●ＥＥＤ」と指定しても、データ
検索の結果、３つのコンテンツ対応名称情報全てにヒットしてしまい、一意に決定できな
い。そこで、例えばアーティスト選択画面においてアーティストリスト（一覧）などを表
示している場合は、アーティスト名のＳ●ＥＥＤを検索結果として優先する、といった対
処をしようというものである。
【００４２】
　この点についてさらに説明する。楽曲データの再生時には、ハードディスク２３内に格
納されている音楽データ（楽曲データ及びインデックスデータ等）に基づいて、図４に示
す３種類のカテゴリの選択画面を表示させることができる。つまり、アーティスト名選択
画面、アルバム名選択画面、曲名選択画面の３つである。
【００４３】
　これらの画面においては、最上位置にある第一欄Ｒ１に現在の選択内容が表示され、次
の第二欄Ｒ２には、アーティスト名、アルバム名、曲名の選択画面への切り替えを指示す
るためのボタンが表示されており、それらを操作することで、各選択画面への切り替えが
できるようになっている。その下の第三欄Ｒ３には４つの名称が一度に表示できるように
なっている。そして、この表示された名称部分を操作することで、該当する名称のアーテ
ィスト名、アルバム名の選択画面へ移行したり、曲名の選択画面の場合であれば、当該局
名を選択することができる。なお、当該第三欄Ｒ１の左方には上下へのスクロールボタン
が表示されており、それらを操作することで現在表示されていない部分の表示をさせるこ
とができるようになっている。
【００４４】
　例えば図４（ａ）は、アーティスト名選択画面の一例であり、第二欄Ｒ２においては「
ARTIST」と表示されたボタン部分の色が変わっており、現在、アーティスト名選択画面が
表示されていることが分かる。そして、第三欄Ｒ３においては、上から三番目の「Ｓ●Ｅ
ＥＤ」と表示されたボタン部分の色が変わっており、現在アーティストとして「Ｓ●ＥＥ
Ｄ」が選択されていることが分かる。また、図４（ｂ）は、アルバム名選択画面の一例で
あり、第二欄Ｒ２においては「 ALBUM」と表示されたボタン部分の色が変わっており、現
在、アルバム名選択画面が表示されていることが分かる。そして、第三欄Ｒ３においては
、上から三番目の「Ｓ●ＥＥＤ」と表示されたボタン部分の色が変わっており、現在「Ｓ
●ＥＥＤ」というアルバムが選択されていることが分かる。また、図４（ｃ）は、曲名選
択画面の一例であり、第二欄Ｒ２においては「 TRACK」と表示されたボタン部分の色が変
わっており、現在、曲名選択画面が表示されていることが分かる。そして、第三欄Ｒ３に
おいては、上から三番目の「Ｓ●ＥＥＤ」と表示されたボタン部分の色が変わっており、
現在「Ｓ●ＥＥＤ」という曲が選択されていることが分かる。
【００４５】
　図３の説明に戻り、Ｓ３１０又はＳ３２０の処理後はＳ３３０へ移行し、認識カテゴリ
名を判断する。認識カテゴリ名がアーティスト名であった場合には、当該アーティスト名
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に対応する楽曲アルバム（複数のアルバムが存在する場合には最初に登録されているもの
）の、最初の曲を選択する（Ｓ３４０）。また、認識カテゴリ名がアルバム名であった場
合には、当該アルバムの最初の曲を選択する（Ｓ３５０）。また、認識カテゴリ名が曲名
であった場合には、当該曲を選択する（Ｓ３６０）。
【００４６】
　そして、Ｓ３７０では、Ｓ３４０～Ｓ３６０にて選択された曲に対応する楽曲データを
ハードディスク２３から読み出して再生を開始する。
　以上説明した本実施例のナビゲーション装置２０によれば、ハードディスク２３に記録
した楽曲データを再生させる場合に音声入力によって再生対象を指定することができるの
であるが、アーティスト名、楽曲アルバム名、楽曲名という３種類の認識辞書と認識語と
をそれぞれ比較した検索を行うため、これらいずれのカテゴリからも検索が可能である。
つまり、現在選択されているアルバムの構成曲内からしか選択できないのではなく、ハー
ドディスク２３に記憶されている楽曲データを音声入力によって自由且つ簡単に指定でき
る。
【００４７】
　また、アーティスト名、アルバム名、曲名の内で同じ名称のものが存在する場合には、
上述のアーティスト名、アルバム名、曲名という３種類の認識辞書と認識語との比較によ
る検索だけでは一意に決定できないが、本実施例ではそのような場合、表示部２６に画面
表示している内容の認識カテゴリ名に一意に決定することができる。
【００４８】
　以下、他の実施例について説明する。
　（１）上記実施例では楽曲を再生させる場合、つまりコンテンツデータが楽曲データの
場合について説明したが、楽曲の代わりに動画（例えば映画やプロモーションビデオ等）
や、音声（例えば小説を読み上げたものや落語等）や、テキスト（例えば新聞記事や雑誌
記事等）を再生（表示）する場合であっても適用可能である。このような場合であっても
、コンテンツの名称、コンテンツに対するアーティスト名（作者名等も含む）、アルバム
名に相当するような名称など、複数のカテゴリ名のいずれも音声入力による検索対象とす
ることで自由且つ簡単に指定できるようにしたいという要望は存在すると考えられるから
である。
【００４９】
　（２）上記実施例では車載システムとして実現した一例を示したが、車載システムに限
定されることはなく、種々のシステムに適用可能である。但し、音声入力による簡単な指
定ができることは、特に車載システムに適用した場合には有効である。車両運転者が手操
作による入力ではなく音声入力ができれば、運転者がハンドル等の運転装置から手を離す
ことなく音声によって指示を与えることができ安全性が高まるからである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施例のナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】リッピング時の認識辞書の登録に関する処理を示すフローチャートである。
【図３】音声入力によって楽曲データを再生させる場合の処理を示すフローチャートであ
る。
【図４】３種類のカテゴリの選択画面の説明図である。
【符号の説明】
【００５１】
　２０…ナビゲーション装置、２１…位置検出器、２１ａ…ＧＰＳ受信機、２１ｂ…ジャ
イロスコープ、２１ｃ…距離センサ、２１ｄ…地磁気センサ、２２…操作スイッチ群、２
３…ハードディスク、２４…外部情報入出力部、２５…ＣＤ／ＤＶＤドライブ、２６…表
示部、２７…音声出力部、２８…マイクロフォン、２９…処理部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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